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令和元年度 原子力規制委員会臨時会議 第 37 回会議 

 

令和元年 10 月 17 日 

17:00～18:00 

原子力規制委員会庁舎内 

 
 
 

議事次第 
 
 
 

議題 九州電力株式会社川内原子力発電所の保安規定の変更認可に係る執行停止

の申し立て及び異議申立てに対する決定について 
 
出席者 原子力規制委員会 

更田委員長、田中委員、山中委員、伴委員、石渡委員 
原子力規制庁 

荻野長官、片山次長、櫻田原子力規制技監、市村原子力規制部長、山形緊

急事態対策監、大村審議官、児島総務課長、黒川統括調整官、田口安全規

制管理官（実用炉審査担当）、大浅田安全規制管理官（地震・津波審査担

当）、成田課長補佐（規格基準） 他 
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○冒頭、更田委員長から、今回は、原子力規制委員会が自ら行った処分の適否及び当

不当について審理するという異議申立て手続の性質に鑑み、原子力規制委員会議事

運営要領第７条の規定に基づき非公開で開催することを確認し、出席した全委員が

了解した。 

 

○審理官である黒川統括調整官から、九州電力株式会社川内原子力発電所の保安規定

の変更認可に係る異議申立て及び執行停止の申立て（２件分）の主な経緯、申立人

らの主張の要旨、異議申立て及び執行停止の申立てに対する決定書案について説明

を行った。 

 

○原子力規制委員会は、決定書案について、一部の記載ぶりを見直すよう事務局に指

示を行い、再度原子力規制委員会で審議を行うこととなった。 

 

文責：原子力規制部 審査グループ 実用炉審査部門 

 

 


